
  子どもの貧困問題 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ２００８年に最低賃金法が改正され、最低

賃金は「労働者が健康で文化的な最低限度の

生活を営むことができるよう、生活保護に係

る施策との整合性に配慮」して決定すること

になりました。 
 しかし、実際には、働いても生活保護の水

準を下回るワーキングプア状態の労働者が

たくさんいます。春闘共闘会議の試算では、

最低賃金が１０００円以上でなければ法律

違反です。 
 また、地域格差も大きく、沖縄･佐賀･宮崎･

長崎は最低の６２９円です。 
 景気回復のためにも、最賃１０００円以

上、全国一律最賃制度を要求しましょう。 
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 東京春闘共闘が自治体キャラバンを開始してから６回目を迎えます。これまでに、自治体に直接雇用されている非正規労働者の

時給を引上げさせたり、自治体が行う公共事業や外部委託事業の労働者の公正な賃金･労働条件を求めたり、公契約条例の必要性に

ついて認識を深めさせたりすることがすすんできました。０９年には、１２自治体で臨時職員の時間給が引上げられています。ま

た、多くの自治体で、臨時職員の募集、中小企業への支援など緊急経済対策がすすめられていることもわかりました。 
 都教組からもそれぞれの自治体に対するキャラバンに参加し、就学援助制度の充実、教育予算増額等を訴えましょう。 
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※以上の日程は予定です。まだ日程が決まっていない自治体もあります。参加される場合は、事前に都教組までお問合せください。 
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東京の子どもの貧困問題でシンポジウムを企画し

ています。小中の学校現場、私立高校、親の立場か

らの報告を予定しています。会場からの意見交流、

行動提起も行います。福祉や保育、医療の問題にも

つなげて、社会で子どもの貧困問題解消をめざしま

しょう。くわしくはビラで。ぜひ、ご参加ください。 
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 板橋支部では、９月議会に｢教育の私費負

担を軽減し、すべての子どもに学ぶ権利を保

障するための陳情｣を提出し、継続審査とな

っています。就学援助の基準緩和や支給対象

項目の拡大、教材費や社会科見学の公費化推

進などを求めました。 
 議会では、１２０名もの中学３年生が修学

旅行に参加できなかったことをめぐって議

論となりました。 
  支部では、教育長にも要請を行いました。 

こうした運動が行政を動かし、板橋や東京  

都で行われている経済的支援制度について

改めて家庭にお便りが出されました。 
 

 
 全教と日高教が行ったアンケート調査によれ

ば、昨年１０月末の時点で、就職を希望する高校

生の就職内定率は５９.６％、前年より１５％も落

ち込んでいることが明らかとなりました。８割の

学校が、「求人が減った」と答えています。なか

なか就職が決まらず「自分は社会に必要とされて

いないのでは」と落ち込む生徒もいました。 
 新たな就職氷河期の到来に、「高校生の就職保

障を」と高校生自身が立ち上がりました。昨年の

クリスマスには、関西や関東の高校生が集結し、

国会議員への要請、厚労省前でアピール集会、渋

谷でパレードを行いました。 
 全教と日高教は、厚生労働大臣に高校新卒者の

就職保障を求める要請書を提出し、高校生の厳し

い状況を伝え、国の責任で雇用の創出や高校生へ

の就職支援等を求めました。 

 
 厚労省は子どもの貧困率を１４.２％と発表しました。実に、７人に１人の割合です。 

就学援助の受給率も、日本全国でこの１０年に２倍となり、東京では約２３％。子ど

もをもつ多くの家庭が生活の困難を抱え高い教育費の負担に苦しんでいます。 
 その就学援助制度も、自治体によって、基準や支給対象、支給方法が異なります。ま

た、学校の予算や教育費、奨学金制度などにも差があり、財政力や行政の姿勢が全都で

援助の不平等を生んでいます。 
 子ども手当が支給され、高校の授業料が無償化されるだけでは、根本的な解決にはな

りません。教育費の無償化をめざして、国や都に向けて要求運動を広げること、それぞ

れの自治体で、行政や議会に働きかけることを引き続き行っていきましょう。 
 

 
町田支部は、２００９年１２月に、町田

市議会に対して、「すべての子どもに学ぶ権

利を保障するため、『就学金制度の拡充』『就

学援助費の基準の緩和』を求める請願」を

提出しました。 
町田市独自の奨学金８,７００円を都立高

校の授業料１０,２００円以上にすること

と、就学援助費の基準を２００５年以前の

水準である生活保護基準の１.２倍以上に戻

すことを求めたこの請願は、全会一致で採

択されました。 

 
 都教組では、「お金の心配なく学べる学校に」

と題したリーフレットを作り、学校や地域でのと

りくみを呼びかけています。リーフレットを活用

して、今すぐできるとりくみからスタート！ 
職員会議で、保護者会で、ＰＴＡの会議で、教

育懇談会で子どもの貧困や教育費のことを話題

にしましょう。 
 学校の中でできる私費負担軽減の工夫をすす

めましょう。安いものにしたり、貸し出しにした

り、リサイクルしたりできるものはありません

か。 
 さまざまな援助制度が必要な家庭にきちんと

伝わることも大切です。 
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